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Ⅰ　令和３年度当初予算（案）前年度比較表 　　

（一般会計）

国　庫
支出金

県　債 その他

11,254 10,891 103.3 534 853 1,206 8,661

(項)環境管理費 7,886 8,001 98.6 27 －        14 7,843

(項)環境保全
　　対 策 費

2,033 1,658 122.6 187 449 891 506

(項)自然保護費 1,334 1,230 108.5 319 404 300 311

14,973 15,386 97.3 2,970 2,426 2,032 7,544

(項)農 業 費 1,249 1,364 91.6 136 18       474 620

(項)畜産業費 392 431 91.1 49 29 132 181

(項)農 地 費 2,318 2,368 97.9 1,095 595 342 285

(項)林 業 費 8,521 8,914 95.6 814 942 814 5,950

(項)水産業費 2,491 2,307 108.0 873 842 269 506

884 520 170.1 604 242 －        38

(項)農林水産施
  設災害復旧費

884 520 170.1 604 242 －        38

27,113 26,797 101.2 4,108 3,521 3,239 16,244

38 △ 38
その他
特定収入

27,113 26,797 101.2 4,108 3,521 3,277 16,206

（特別会計）

137 138 98.9 

62 51 122.1 

8,495 8,956 94.9 

131 137 95.6 

8,827 9,283 95.1 

35,940 36,081 99.6 

小　　計

 　　　（単位：百万円、％）

         内　訳

 科　目

令和３年度
当初予算額

(案)
           A

令和２年度
当初予算額

           B

対前年度
比　　較

     A/B

令　和　３　年　度　の　財　源　内　訳

備　考
特　定　財　源

一般財源

(款) 環  境  費

(款)農林水産業費

(款)災害復旧費

特別会計　計

環境農政局合計

一般会計　計

恩賜記念林業振興
資金会計

林業改善資金会計

水源環境保全・再
生事業会計
沿岸漁業改善資金
会計
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Ⅱ 令和３年度主要事業の概要 
○新印は、令和３年度新規事業です。 

☆印は、内容の詳細が別冊「付属資料」に記載されています。 

                     丸数字は、事業の対象区域を示すものです。 

① 全市町村、② 政令市を除く市町村、                 

③ 政令市・中核市を除く市町村、④ 特定市町村、 

⑤ その他 

地球温暖化対策の推進                                

１ 地球温暖化対策計画の推進 

(1) 地球温暖化対策推進条例施行費（一部） ①                 461万円  

県内の温室効果ガス削減に向けた取組みの促進を図るため、一定規模以上の事業活

動・建築物・開発事業についての計画書制度を着実に運用する。 

 

(2) 中小規模事業者省エネルギーサポート事業費 ①            727万円  

県内の中小規模事業者の省エネルギー対策への取組みを支援するため、中小規模事業

所及び中小テナントビルへの省エネ診断を実施する。 

 

(3) 家庭向け省エネルギー行動促進事業費 ①               430万円  

県民の省エネルギーの意識を高め具体的な行動を促すため、省エネルギー性能の高い

家電製品への買替えや、住宅の省エネルギー化を推進するとともに、新たなライフスタ

イルを提示するなどの普及啓発を実施する。 

 

  (4) 気候変動対策推進費 ①                       538万円☆  

県民の気候変動に関する関心や理解を高めるため、学習教材を作成して学校教育の場

で活用するほか、身近な気候変動影響である暑熱について県民参加型の調査を実施す

る。また、気候変動の影響等に関する情報の収集等を行う。 

 

(5) 地球温暖化適応策調査研究 ①                      88万円  

気候変動に伴う環境の変化に対応し、本県の農業や漁業の経営に与える影響を最小限

に抑えるための適応策について、調査研究や技術開発を行う。 

 

２ 環境分野における人、技術、情報の広域連携・国際交流の推進 

(1) （公財）地球環境戦略研究機関補助金 ①                 8,645万円  

地球規模、特にアジア・太平洋地域の持続可能な開発を実現していくために必要な政

策的・実践的な研究を行う公益財団法人地球環境戦略研究機関に対して、誘致自治体と

して運営費を補助する。 
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(2) 地球温暖化対策普及推進費（一部） ①                   170万円  

九都県市が連携して、節電及び地球温暖化防止キャンペーンなどの普及啓発事業や環

境分野における国際協力事業を実施する。 

 

３ 環境に配慮した活動の促進 

(1) 地球温暖化対策普及推進費（一部） ①                 107万円  

地球環境保全に向け県民のライフスタイルの転換を促すため、「マイエコ10（てん）

宣言」※の普及を図る。 

※ 「私たちの環境行動宣言 かながわエコ10（てん）トライ」の90個の行動メニューから、

自分が取り組みたい項目を10個選んで宣言するもの 

 

(2) 環境影響評価条例運営費 ①                     543万円  

環境影響評価法及び環境影響評価条例に基づき、一定規模以上の事業について、環境

影響評価のための審査を行う。 

 

４ 総合的な環境学習・教育の推進 

(1) 環境学習推進事業費 ①                            642万円  

環境学習を推進するため、環境問題についての知識や経験を有する企業やＮＰＯ等の

専門家を学校に派遣するほか、地域で活動する地球温暖化防止活動推進員や環境団体の

支援を実施する。 

 

５ 県の率先実行の推進 

(1) 環境活動推進事業費（一部） ①                        212万円  

環境配慮の取組みを県自らが率先実行として進める環境マネジメントシステムを推進

するため、内部監査や研修を実施する。 

 

(2) 省エネルギー対策推進事業費 ①                      193万円  

  県有施設の省エネルギー対策の取組みを促進するため、訪問指導等を実施する。ま

た、県有施設の使用電力の再生可能エネルギー100％化を目指した取組み等を推進する

ため、「再エネ100宣言 RE Action」に参加する。 
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循環型社会づくり                                   

１ 資源循環の推進 

(1) 廃棄物総合対策推進事業費 ①                              783万円  

事業者の３Ｒ（リデュース：排出抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）

に向けた取組みを支援するため、多量排出事業者等が提出する報告書の集計・分析結果

や取組事例等を情報提供するほか、３Ｒに関する普及啓発等を実施する。 

 

(2) 循環型社会づくり推進事業費 ①                     190万円 

循環型社会づくり計画の目標の達成に向け、施策の柱である「資源循環の推進」及び

「適正処理の推進」を図るため、食品廃棄物の削減や廃プラスチック類等の資源循環の

推進に係る普及啓発等を実施する。 

 

(3) プラスチックごみ削減推進事業費 ①                  817万円☆ 

「かながわプラごみゼロ宣言」に基づき、2030年までのできるだけ早期に、捨てられ

るプラスチックごみゼロを目指すため、ワンウェイプラの削減、プラごみの再生利用の

推進、クリーン活動の拡大等に係る取組みを行う。 

 

２ 適正処理の推進 

(1) 海岸漂着物等対策事業費 ④                    2億1,803万円  

海岸の良好な環境や景観を保全するため、公益財団法人かながわ海岸美化財団が実施

する海岸清掃事業費を負担するとともに、相模湾沿岸13市町の海岸清掃事業費を補助す

る。 

また、海岸ごみの発生抑制のため、海岸利用者への普及啓発等を行う。 

 

(2) 不法投棄対策等推進費 ③                         919万円  

不法投棄等の残存量を減少させるため、市町村、警察等と連携した監視パトロール等

の未然防止対策と既存事案の改善指導等を行う。 

 

(3) 産業廃棄物最終処分場費 ①                    7億5,683万円  

産業廃棄物の適正処理を推進するため、安全性のモデルとして設置されたかながわ環

境整備センター（横須賀市芦名）の運営を行う。 

 

 (4) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進費 ①                  7億7,504万円 

ＰＣＢ廃棄物の適正処理を推進するため、事業者に対する掘り起こし調査を実施する

とともに、県機関（教育局、企業局を除く）が保管するＰＣＢ廃棄物等の処理及び処理

に必要な調査等を行う。 
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生活環境の保全                                   

１ 大気水質保全の取組み 

(1) 大気汚染監視用機器更新費 ②                   1,963万円  

県民の健康の保護と生活環境の保全のため、大気汚染防止法に基づき、ＰＭ2.5など

大気中の汚染物質を常時監視するための測定機器を計画的に整備する。 

 

(2) 有害大気汚染物質モニタリング調査費 ②                1,045万円  

化学物質による健康影響を未然に防止するため、大気汚染防止法に基づく優先取組物

質の大気環境中濃度のモニタリング調査を行う。 

 

(3) 水質常時監視費  ②                                4,252万円  

河川・湖沼等の公共用水域及び地下水における水質汚濁等の状況を適正に把握するた

め、水質汚濁防止法に基づき、公共用水域及び地下水のモニタリング調査を行う。 

 

(4) 大気汚染防止法等施行事務費  ①                           317万円  

大気汚染、騒音、振動及び悪臭による公害を防止するため、工場等の発生源に対する

規制指導を行うとともに、県民や事業者に対して公害防止対策の普及啓発を図る。 

また、フロン排出抑制法に基づき、フロン類充塡回収業者の登録事務や立入検査の実

施等の指導を行う。 

 

２ 自動車交通環境対策の推進 

(1) 自動車排出ＮＯｘ・ＰＭ総量削減対策推進事業費  ①               1,004万円  

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく総量削減計画の進捗状況調査を実施するとともに、総

量削減計画の目標を達成するため、生活環境の保全等に関する条例に基づく旧式ディー 

ゼル自動車の運行規制等に係る指導・取締り及び規制内容の周知を行う。 

 

３ 化学物質の環境影響低減化の推進 

(1) 化学物質環境調査事業費 ①                          328万円  

化学物質による汚染の実態を把握して環境影響の評価を行うため、調査を実施すると

ともに、測定方法の検証や分析方法の開発等を行う。 

 

(2) ダイオキシン対策推進事業費  ③                         1,162万円  

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、公共用水域・土壌・地下水の環境汚

染状況を把握するためのモニタリング調査を行うとともに、汚染原因究明等のための緊

急調査を実施する。 
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４ アスベスト対策の推進 

(1) アスベスト環境調査事業費  ②                            336万円  

アスベストの飛散防止対策や県民不安へ対応するため、大気汚染防止法に基づき、ア

スベスト除去工事の作業基準の遵守状況等を調査する。 

 

○新(2) アスベスト分析機器整備費  ②                      788万円☆ 

大気汚染防止法の改正により、新たに石綿含有成形板等（レベル３建材）が規制対象 

に追加されたことを踏まえて、アスベストの飛散防止対策を着実に推進するため、立入 

検査時に成形板等のアスベスト含有状況を迅速に分析できるよう機器を整備する。 

 

５ 水環境保全対策の推進 

(1) 流域環境保全行動推進事業費 ①                          199万円  

上流域を含めた相模川や酒匂川の流域環境を保全するため、市民、事業者、行政が一

体となった取組みを推進する。 

 

６ 地下水保全対策の推進 

(1) 地下水・土壌保全対策推進費 ②                               622万円  

県民の健康の保護と生活環境の保全のため、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法及び生

活環境の保全等に関する条例に基づき、地下水及び土壌の汚染への迅速な対応と効果的

な浄化対策指導等を行うとともに、地盤沈下対策を行う。 

 

自然環境の保全・再生と活用                                   

１ 地域の特性を生かした多彩な森林づくり 

(1) 造林事業費 ①                         1億1,045万円  

森林資源の充実や県土保全など、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮さ

せるため、民有林の適正な整備に対して補助する。 

 

(2) 治山事業費 ④                         8億 649万円  

山地災害の防止、水源かん養機能の向上、生活環境の保全を図るため、荒廃地の復

旧、山地災害危険地区の保全を行うとともに、既存の治山施設の補修を行う。 

＜実施地区＞足柄上郡山北町山市場（峰ノ沢）ほか28箇所 

 

(3) 保安林改良事業費 ①                        1億2,904万円  

自然災害等により水源かん養等の機能が低下した保安林において、機能の回復、高度

発揮を図るため、森林整備を実施する。 

＜実施地区＞藤沢市（鵠沼海岸）ほか10箇所 
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 (4) 松くい虫等防除事業費 ①                      1,638万円 

松くい虫による松枯れ被害及び被害区域が拡大しているカシノナガキクイムシによ 

るナラ枯れ被害を防除するため、樹幹への薬剤注入や被害木の駆除による防除事業を 

実施する市町村に対して補助する。 

 

２ 水源の森林づくりの推進 

(1) 水源の森林づくり事業費 ④                     24億1,545万円  

水源かん養など森林の持つ公益的機能の向上を図り、良質な水を安定的に確保するた

め、水源の森林エリア内の私有林の公的管理・支援を推進する。  

 

(2) 水源林土壌保全対策事業費 ④                   3億3,216万円  

森林の土壌保全を図るため、県内水源保全地域内において、崩壊地の拡大等を防止す

る土木的工法も採り入れた対策に取り組むとともに、土壌流出が懸念される森林におい

て、筋工や植生保護柵等を組み合わせた対策を推進する。 

 

(3) 高齢級間伐促進事業費 ④                      514万円  

森林の持つ公益的機能の向上を図るため、地域水源林エリア内の森林について、森林

所有者等が行う高齢級間伐に対して補助する。 

 

(4) 県民参加森林づくり活動事業費 ①                  6,410万円  

県民との協働による森林づくり活動を推進するため、森林づくり県民運動の普及啓発

等を行う公益財団法人かながわトラストみどり財団に対して補助する。 

 

３ 水源環境保全・再生を支える取組みの推進 

(1) 市町村事業推進費 ④                       18億3,495万円 

相模原市ほか18市町村が主体的に実施する水源環境保全・再生の取組みの着実な推進

を図るため、当該市町村が計画的に実施する事業に対して補助する。 

 

(2) 相模川水系県外上流域対策費 ⑤                    3,773万円  

相模川水系の県外上流域における水源環境の保全・再生を図るため、山梨県と共同し

て、森林整備及び生活排水対策の取組みを実施する。 

 

(3) 県民会議等運営費 ①                          3,074万円  

県民参加のもとで水源環境保全・再生施策を推進するため、水源環境保全・再生かな

がわ県民会議の運営や施策の普及啓発等を行うとともに、市民団体やＮＰＯ等が実施す

る水源環境保全活動に対して補助する。 
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４ 丹沢大山の自然再生 

 (1) 自然公園施設整備費 ④                        3億2,344万円 

富士箱根伊豆国立公園（箱根地域）や丹沢大山国定公園等の自然環境の保全及び公園

利用者の安全性・快適性の向上を図るため、登山道などの自然公園施設を整備する。 

 

(2) 丹沢大山保全・再生対策事業費 ④                3億6,028万円  

丹沢大山において、ブナ林等の再生の取組みや、登山道補修などの県民協働事業を実

施するとともに、丹沢大山及び周辺地域の中高標高域における植生の回復と衰退防止を

図るため、シカ管理捕獲を実施する。 

 

(3) かながわパークレンジャー等活動推進費 ④               1,064万円  

かながわパークレンジャーを中心に県民による自然環境保全活動を推進するととも

に、自然公園指導員等の活動と連携し、自然公園の適正利用を促進する。 

 

(4) 大涌谷自然研究路利用推進費 ④                  522万円☆ 

   箱根町の大涌谷付近を震源とする火山性地震の増加等により、平成27年５月から閉 

鎖している大涌谷自然研究路について、利用再開を図るため、監視員を配置するととも 

に、高感受性者の立入禁止看板等を設置する。 

 

５ 都市の緑地の保全と活用 

(1) 古都及び緑地保全事業費（公共事業） ④                    2億4,557万円  

鎌倉などの古都における歴史的風土を保存するとともに都市近郊の緑地を保全し、良

好な都市環境の形成を図るため、緑地の買入れ及び保全に必要な施設の整備等を実施す

る。 

 

(2) 県有緑地等緊急防災対策事業費（単独事業） ④                 1億3,467万円 

     県有緑地における災害等を未然に防止するため、法面防災工事等を実施するととも 

に、危険木調査を行い、伐採等の緊急対策を実施する。 

 

(3) 小網代の森施設整備費 ④                                 300万円  

県内に残る貴重な自然である「小網代の森」（三浦市三崎町）を利用する県民の利便

性の向上及び安全性確保のため、適正な維持管理を行う。 

 

(4) 小網代の森維持管理費 ④                                 946万円  

環境学習の場である「小網代の森」の適正な維持管理を行う。 

 

○新  
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(5) 地域制緑地維持管理費 ④                         1,946万円  

特別緑地保全地区等の県有緑地において、適正な維持管理を行う。 

 

(6) 古都緑地維持管理費 ④                         2,750万円  

歴史的風土特別保存地区内の県有緑地において、適正な維持管理を行う。 

 

(7) 自然環境保全対策事業費 ①                     462万円 

   自然環境保全地域特別地区の保全を図り、自然保護思想を普及啓発することに加え、

良好な自然環境の維持・保全の一助とするため、希少種であるツキノワグマの生息状況

を把握する。 

 

 (8) 神奈川県レッドデータブック更新事業費 ①               283万円  

生物多様性の保全のため、県内希少生物の生息・生育状況を調査し、絶滅の危険度を

評価したレッドデータブックの計画的・継続的な更新を行う。 

 

６ 里地里山の保全・活用 

(1) 認定協定活動団体支援事業費補助 ④                 789万円  

里地里山の保全等を促進するため、里地里山活動協定の認定を受けた団体が行う里地

里山の保全等の活動に対して補助する。 

 

(2) 里地里山保全推進費 ④                        21万円  

地域住民等の里地里山の保全等活動の立ち上げ支援や、里地里山活動協定の認定を受

けた団体の活動継続のため、コーディネーターによる活動への助言、指導等を実施す

る。 

 

７ 野生鳥獣の保護管理の推進 

(1) 鳥獣被害緊急対策事業費 ④                      1,600万円☆ 

   鳥獣被害の拡大を防ぐため、市町村と一体となって行う対策強化のための経費や広域

獣害防護柵の補修経費に対して補助するとともに、イノシシやシカの捕獲奨励金を交付

する。 

 

(2) 地域ぐるみ鳥獣被害対策推進費 ①                  2,802万円☆  

市町村や住民が地域ぐるみで取り組む鳥獣被害対策※を支援するため、かながわ鳥獣

被害対策支援センター（平塚市西八幡）が専門的観点からの技術的支援や人材の育成な

どを行うとともに、新たにツキノワグマの被害防止の強化に取り組む。 

※ ①集落環境整備、②防護対策及び③捕獲の３つの基本対策を地域が一体となって実施 

一部○新 

  

○新  
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(3) 鳥獣被害対策事業費補助（団体）＜市町村分は政策局対応＞ ④     105万円☆  

野生鳥獣による被害対策等の効果的な実施を図るため、市町村等で構成する団体が行

う捕獲等の取組みに対して補助する。＜市町村への補助は、政策局市町村課の「市町村

事業推進交付金」において計上＞ 

 

(4) 鳥獣被害防止特別措置事業費補助（団体） ④                8,000万円☆  

市町村や農業協同組合等で構成する地域協議会が被害防止計画に基づいて行う鳥獣被

害対策を支援するため、侵入防止柵の整備や捕獲などの取組みに対して補助する。 

 

(5) 鳥獣被害防止特別措置事業費 ④                   763万円☆ 

農業被害防止対策等に活用するため、有害鳥獣の行動分析等を実施する。 

 

(6) 特定鳥獣（シカ・サル）保護管理事業費 ④                   2,174万円☆  

ニホンジカ管理計画及びニホンザル管理計画に基づき、丹沢大山の自然植生回復のた

めのシカ管理捕獲やシカ・サルの生息状況調査等を実施する。 

 

(7) 指定管理鳥獣捕獲等事業費 ④                     644万円☆ 

集中的かつ広域的な管理が必要な「指定管理鳥獣」として国が定めているイノシシ

は、農作物への被害の増加や生息分布域の拡大による人身被害、生活被害の発生も懸念

されているため、イノシシ管理計画に基づく捕獲等の取組みを実施する。 

 

(8) ヤマビル被害対策事業費補助（市町村） ④                 107万円☆  

深刻化するヤマビル被害に対応するため、市町村が地域ぐるみで実施する環境整備活

動等のヤマビル対策に対して補助する。 

 

(9) 特定外来生物対策事業（生物多様性保全基盤整備事業推進費で計上） ①  93万円☆                

特定外来生物であるアライグマの捕獲に向け、生息分布を把握するためのモニタリン

グ調査を実施する。 

 

農林水産業の活性化                                 

１ 農業の振興 

(1) 県産品ブランド推進事業諸費 ①                   554万円 

県産農水産品のブランド力を強化するため、「かながわブランド」やそのサポート店

の登録、県産農水産品の販売促進等を行う協議会に対して負担金を支出する。 
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(2) ６次産業化支援体制整備事業費 ①                 2,204万円 

生産から加工・販売までを一体化する取組み（６次産業化）を推進するため、６次産

業化を目指す生産者の相談対応等を行う神奈川県６次産業化サポートセンターを運営す

る。 

 

(3) 都市農地保全支援事業費 ④                    1,000万円 

生産者の営農意欲を喚起するとともに、県民の都市農業に対する理解を促進して、農

地の保全を図るため、生産緑地の多面的機能を強化する設備の整備等に対して、市と連

携して補助する。 

 

(4) 花と緑のふれあいセンター特定事業費 ①             2億7,550万円 

花と緑のふれあいセンター〈花菜ガーデン〉（平塚市寺田縄）の施設整備や維持管理

等に係る費用をＰＦＩ事業者に対して支払う。 

 

(5) 大船フラワーセンター指定管理費 ①                9,635万円 

大船フラワーセンター（鎌倉市岡本）の管理運営に係る費用を指定管理者に対して支

払う。 

 

(6) スマート農業試験研究費 ①                    1,201万円☆ 

農作業の効率化による負担軽減等を実現するため、ドローンを活用した露地野菜の生

育状況把握技術の開発等を行うとともに、スマート農業技術の導入に関する研修等を行

う。 

 

(7) 農業技術センター耐震補強工事実施設計費 ④            1,880万円 

農業技術センター三浦半島地区事務所及び農業技術センター足柄地区事務所根府川分

室の建物の安全性を確保するため、耐震補強工事に係る実施設計を行う。 

 

(8) 経営所得安定対策等推進事業費 ①                         600万円  

農業者の所得を確保するため、国が実施する「経営所得安定対策」を円滑に推進する

とともに、市町村及び団体が行う事務に対して補助する。 

 

(9) 農薬安全対策事業費 ①                                124万円  

農薬の安全かつ適正な使用の推進を図るため、農薬販売者及び農薬使用者に対して立

入検査や巡回指導を行うとともに、講習会の開催、農薬管理指導士の認定を行う。 

 

 

○新 
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(10)担い手育成資金等利子補給等事業費 ①                           809万円  

農業の担い手の育成・確保や経営の近代化に資するため、農業者等が建築物や構築物

の造成、農機具等の取得及び農地の取得等を行うに当たり、必要な資金を借り受けた場

合に支払利子の一部利子補給等を行う。 

 

(11)農業担い手育成事業費 ①                                 711万円 

新規就農者の確保と本県農業の将来を担う人材を育成するため、技術支援や経営改善

指導等を実施するとともに、女性農業者の経営参画を促進するための研修等を行う。 

 

(12)トップ経営体育成支援事業費 ①                            2,117万円 

「トップ経営体」※を育成するため、意欲ある若手生産者を対象に、経営能力の開

発・向上を目的とした研修を実施するとともに、研修修了者が規模拡大に向けて行う施

設整備等に対して補助する。 

※ 優れた経営感覚を有する、年間販売額3,000万円以上の経営体 

 

(13)農業人材力強化総合支援事業費 ①                    2億 866万円 

次世代を担う農業者を育成するため、就農前の研修を後押しする資金及び就農直後の

経営確立を支援する資金を交付する。 

 

(14)ＧＡＰ推進事業費 ①                                   71万円 

ＧＡＰ※の取組みの高度化や拡大を図るため、ＧＡＰに積極的に取り組む生産者を対

象に研修会を開催するほか、農業教育機関におけるＧＡＰの実践教育を推進する。 

※ Good Agricultural Practice（農業生産工程管理）の略称で、農産物の安全を確保し、よ

りよい農業生産を実現する取組みのこと 

 

(15)農業経営法人化支援総合事業費補助 ①                     634万円 

経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開するため、個々の経営課 

題に対して、専門家の派遣等を行う「かながわ農業経営相談所」の運営を支援する。 

 

(16)環境保全型農業直接支払事業費補助 ①                      427万円  

環境保全型農業を推進するため、農業者等が化学肥料や化学合成農薬を原則５割以上

低減し、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合、その

取組面積に応じて補助する。 
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(17)農道整備事業費（公共事業）  ④                  ８億7,190万円  

農作物の集出荷作業の省力化や流通の改善等を図るため、広域農道等の整備を行う

とともに、市町村（農業振興地域整備計画を定めている市町村に限る）が行う一般農

道等の整備に対して補助する。 

＜実施地区＞広域農道小田原湯河原線（小田原市、真鶴町、湯河原町）ほか４地区 

 

(18)県営ほ場整備事業費（公共事業） ④                    6,500万円 

農地の規模拡大による生産性の向上、農業経営の安定、担い手の育成に資するた

め、ほ場（田や畑などの耕地）の区画整理、農道、水路等の整備を行う。 

＜実施地区＞内山地区（南足柄市）ほか１地区 

 

(19)県営かんがい排水事業費（公共事業） ④                     3,500万円  

農業用水の安定的確保と用水管理の円滑化を図り、生産性の向上と農業経営の安定

に資するため、幹線用水路を整備する。 

＜実施地区＞相模川右岸地区（厚木市、伊勢原市） 

 

(20)農村振興総合整備事業費（公共事業） ④                     2,900万円  

かんがい施設や農道等の農村地域の振興に必要な施設整備を総合的に行う。 

＜実施地区＞諸磯小網代地区（三浦市） 

 

(21)農村振興総合整備事業費補助（公共事業）  ④              1億7,745万円  

水路や農道等の農村地域の振興に必要な施設を地域の実情に合わせて総合的に整備

する市町村（農業振興地域整備計画を定めている市町村に限る）に対して補助する。 

＜実施地区＞厚木地区（厚木市）ほか５地区 

 

(22)農業用施設防災対策事業費（公共事業）  ④              3億5,110万円  

豪雨・地震などの影響により、農業用施設が周辺地域へ被害を及ぼすことを未然に

防止するため、用排水路等の整備・補強を行うとともに市町村（農業振興地域整備計

画を定めている市町村に限る）が行う農道橋の補強等に対して補助する。 

＜実施地区＞大城地区（伊勢原市）ほか８地区 

 

(23)中高年ホームファーマー事業費  ④                    839万円  

農地の有効活用及び農業の担い手の確保を図るため、耕作放棄地を借り受けて復旧

して農園を開設し、中高年者などに野菜の栽培研修を行いながら、広い面積の農園を

貸付けることや、温州（うんしゅう）みかんなどを苗木から育てる栽培研修を行う。 
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(24)かながわ農業サポーター事業費 ④                   472万円  

農地の有効活用を図るため、一定の栽培技術と意欲をもった都市住民をかながわ農

業サポーターとして認定し、耕作放棄地の復旧や農地賃借の支援を行う。 

 

(25)農地集積推進事業費補助 ④                     872万円 

担い手への農地集積を図り、農業の経営規模の拡大、農地利用の効率化を促進する

ため、農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構が実施する農地売買事業における

経費に対して補助する。 

 

(26)農地中間管理機構事業推進費補助 ④                 5,092万円 

担い手への農地集積を図り、農業の経営規模の拡大、農地利用の効率化を促進する

ため、農地中間管理機構が実施する農地中間管理事業における経費に対して補助する。 

 

(27)機構集積協力金補助（国庫） ④                    298万円 

   担い手への農地集積・集約化を促進するため、農地中間管理機構に農地を貸し出し

た、一定の要件を満たす地域及び個人へ協力金を交付する市町村に対して補助する。 

 

２ 畜産業の振興 

(1) かながわ畜産物生産拡大推進事業費 ①                 460万円  

      生産性や収益性の向上による養豚経営の体質強化を図るため、多産系改良型種豚を開 

発するとともに、市場ニーズに合った肉豚生産を推進する。 

 

(2) かながわ酪農活性化対策事業費 ①                            561万円  

酪農業の活性化を図るため、酪農関係団体と連携し、生産能力の高い優れた乳牛の増 

産技術を活用した生産基盤の強化に取り組むとともに、若者の県内酪農業への就職を促

進するため、県内高校生等の牧場における実践的研修に対するフォローアップを行う。 

 

(3) 畜産環境保全推進事業費 ①                           496万円  

畜産経営に起因する臭気の拡散を低減するため、畜産技術センター（海老名市本郷）

の環境制御型養豚施設における脱臭技術の実証試験を行う。 

 

(4) かながわ畜産物販売戦略強化事業費 ①                407万円  

県産畜産物の評価を高め販路拡大につなげるため、県と生産者団体で構成する協議会

において、認知度向上に資する情報発信力の強化に取り組むとともに、県産肉用鶏「か

ながわ鶏」のブランド力の強化に向けた取組みなど、県産畜産物の出口戦略を推進す

る。 
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(5) 畜産環境機械整備事業費補助 ①                       62万円  

畜産環境整備に必要な家畜ふん尿処理施設機械等の整備を図るため、畜産環境整備機 

械等のリース事業に対して補助する。 

 

(6) 家畜伝染病予防事業費 ①                           1,873万円  

高病原性鳥インフルエンザ、ヨーネ病等の家畜伝染病の発生予防及びまん延を防止す 

るため、検査や防疫措置等を実施するとともに、防疫作業に必要な資機材を備蓄し、迅 

速な初動防疫体制の確立を図る。 

 

(7) 家畜衛生対策事業費 ①                             798万円  

家畜の慢性疾病対策や畜産物の安全性を確保するため、畜産農家への衛生対策指導を 

行うとともに、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生時に備えるため、実践的 

な防疫演習を行う。 

 

(8) 豚熱対策事業費  ①                                8,783万円☆ 

   豚熱の発生・拡大を防止するため、県内の飼養豚への予防的ワクチンの接種や、と畜

場（神奈川食肉センター）における消毒体制の強化等を実施する。 

 

(9) ＢＳＥ特別対策事業費 ①                         330万円  

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生予防及びまん延を防止し、畜産物の安全性の確保を図 

るため、牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき、96か月齢以上の死亡牛全頭の届出受理 

と検査を行う。 

  

(10)畜産技術センター防疫対策施設整備事業費  ①             1,496万円  

畜産技術センターにおいて、豚熱等の家畜伝染病の発生を予防するため、防疫対策施

設を整備する。 

 

(11)畜産技術センター試験研究費 ①                   3,128万円   

ＩＣＴを活用した家畜の飼養管理技術改善の検討や、都市と調和した畜産経営を行う

ため、環境保全技術等に関する試験研究を行う。 

 

(12)養豚対策費 ①                             1,836万円  

養豚経営の体質強化を図るため、畜産技術センターで造成した優れた能力を持つ系統 

豚を活用した豚肉の銘柄化を進めるとともに、養豚経営安定資金の造成に対して補助す 

る。 
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(13)大野山乳牛育成牧場費 ④                      4,287万円  

大野山乳牛育成牧場跡地の適正な管理を行うため、防災工事等を実施する。 

 

３ 林業の振興 

(1) 森林環境譲与税基金活用事業費 ①              1億9,834万円☆ 

    森林環境譲与税を活用して、市町村が行う森林の整備や木材利用等に関する施策を 

支援するため、市町村への人材・技術支援や、市町村のモデルとなる取組み、航空レ 

ーザ測量による森林資源情報の更新、ナラ枯れ被害木の調査等を行う。 

 

(2) かながわ認証木材活用促進事業費補助 ①              171万円  

県産木材の安定供給を図るため、かながわ森林・林材業活性化協議会が行う県産木

材の認証管理事業に対して補助する。 

 

(3) 県産木材活性化対策費補助 ①                   134万円  

県産木材の認知度を高め、利用促進を図るため、林業・木材関係団体が行う県産木

材に関する普及事業に対して補助する。 

 

(4) 県産木材普及促進事業費 ①                    101万円  

県産木材の利用を促進するため、普及啓発を実施する。 

 

(5) 木造公共施設等整備費補助（国庫） ①              5,000万円  

県産木材の利用促進を図るため、市町村が行う県産木材を使用した木造施設等の整

備に対して補助する。 

 

(6) 優良種苗確保育成事業費 ①                    337万円 

   花粉発生源対策を推進するため、花粉症対策品種の採種園の維持管理を行うととも

に、本県が平成30年に品種登録の出願を行った無花粉ヒノキの苗木生産に向けて、無

花粉ヒノキの採穂園を整備する。 

 

(7) 間伐材搬出促進事業費 ④                   3億  376万円  

間伐材の有効活用の促進を図るため、間伐材の集材・搬出や神奈川県森林組合連合

会が行う原木の安定流通等を確保する取組みへの補助等を実施する。 

 

(8) 林業担い手対策事業費 ①                    6,968万円  

林業の労働力確保や就業者の育成を図るため、かながわ森林塾において新規就業希

望者及び中堅・上級技術者を対象とした研修を実施する。 
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(9) 林道開設事業費  ④                             8,667万円  

   林業経営の効率化と森林の適正な管理を図るため、林道の開設を行う。 

＜実施地区＞猿沢北林道（足柄下郡箱根町）ほか１箇所 

 

(10)林道改良事業費 ④                        7億7,269万円 

林道の車両通行の安全性、木材生産の効率性の向上を図るため、法面保全、舗装、

局所改良等を行うとともに、橋梁の補修を行う。 

＜実施地区＞秦野峠林道（足柄上郡松田町）ほか24箇所 

 

４ 水産業の振興 

(1) 漁業管理制度推進事業費 ①                     53万円  

国が実施する資源管理の対象魚種（マアジ、マイワシなど）について、その漁獲量

を報告するため、漁獲データの収集を行う。 

 

(2) あゆ種苗生産委託事業費 ④                   4,532万円  

内水面漁業の振興を図るため、河川放流用などのアユの稚魚の生産を行う。 

 

(3) 磯焼け対策推進費 ①                                  295万円  

沿岸域の水産資源を回復するため、磯焼け※した藻場の再生を図るとともに、食害

生物であるムラサキウニの養殖技術の研究及び商品開発を促進する。 

※ 海藻を食べる魚（アイゴ）やムラサキウニなどが増加したことにより、海藻が食べつく

され藻場が消失する現象 

 

(4) 資源管理型栽培漁業推進事業費 ①                   73万円  

稚魚の放流と漁獲管理を一体的に取り組む資源管理型栽培漁業を推進するため、放

流した稚魚の一部を残し、次世代の資源増加につなげる管理手法の開発等を行う。 

 

(5) かながわの魚販売促進事業費 ①                        156万円  

ＤＨＡなど健康に良い成分を豊富に含む県産水産物について、生鮮水産物の普及を

促進するとともに、流通実態や消費者ニーズを反映した加工品を開発・普及して、県

民の豊かな食と健康の保持・増進を図る。 

 

(6) 漁業就業・定着化促進支援事業費 ①                 1,076万円☆ 

若者の新規就業を促進するため、令和２年度に開校した「かながわ漁業就業促進セ

ンター」にて、漁業未経験者を対象に、就業に必要な知識等を身につけるための研修

を行う。 
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(7) 水産業協同組合指導費 ④                        1,876万円  

漁業者の経営安定を図るため、不漁などにより漁業者が被る損失を補填する共済事

業に対して補助する。 

 

(8) 漁場環境保全対策費 ④                         233万円  

水産資源に重要な藻場等の漁場環境の改善を図るため、ウニ等の食害生物の駆除、

海や河川での清掃活動など漁業者等が自主的に行う環境保全活動に対して補助する。 

 

  (9) 大規模外洋養殖推進費 ①                        876万円☆  

持続可能な水産業への構造改革や地域活性化を図るため、相模湾への大規模外洋養

殖施設の誘致に向けた検討を行う。 

 

(10)水産技術センター試験研究費 ①                     5,418万円  

水産資源の適切な管理、漁場環境や生態系の保全、栽培漁業や定置網漁業に関する

技術の開発などを行うため、水産技術センター（三浦市三崎町）において各種調査・

研究を行う。 

 

(11)水産業改良普及活動費 ④                      115万円  

沿岸漁業の生産性の向上や資源管理・栽培漁業の啓発、漁家経営の改善を図るた

め、漁業者に対して、地域に精通した普及指導員による普及活動を実施する。 

 

(12)種苗量産技術開発事業費 ①                      345万円  

沿岸域の水産資源の増大を図るため、稚魚の生産技術を開発した魚種を対象に、量

産技術の開発を行う。 

 

(13)水産動物保健対策事業費 ①                     64万円  

魚類防疫対策の推進のため、県内養殖場を対象にした魚病診断、県内養殖業者を対

象にした魚病対策技術に関する講習会及び水産用医薬品の適正使用の指導等を行う。 

 

(14)東京湾貧酸素水塊対策研究費 ④                    466万円 

東京湾で発生する貧酸素水塊※の詳細な調査や発生予測技術の開発、影響を緩和する

対策の研究を実施するとともに、海底地形の変化と底生生物の生存との関係を明らかに

し、シャコ等減少した水産資源回復のための対策を国に提案する。 

※ 春から秋にかけて、海底に堆積したプランクトンなどの有機物をバクテリアが分解する

際に酸素が消費されることで、海中の溶存酸素量が極端に低い水域が発生する現象 
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(15)漁港整備事業費 ④                          20億  313万円  

漁港の機能を維持するため、特定漁港漁場整備計画等に基づいて県営漁港の整備を

実施するとともに、市町が実施する市町営漁港の整備に対して補助する。 

＜実施地区＞県営漁港整備  三崎漁港（三浦市）、小田原漁港（小田原市） 

市町営漁港整備 長井漁港（横須賀市）ほか５漁港 

 

  (16)三浦水産合同庁舎耐震補強工事費 ④                3,879万円  

三浦水産合同庁舎の建物の安全性を確保するため、耐震補強工事に係る実施設計を 

行うとともに、事務所機能を一時的に移転する。 

 

大規模な災害への対応力の強化                            

(1) 農業用施設防災対策事業費（公共事業）（再掲）  ④         3億5,110万円  

豪雨・地震などの影響により、農業用施設が周辺地域へ被害を及ぼすことを未然に

防止するため、用排水路等の整備・補強を行うとともに市町村（農業振興地域整備計

画を定めている市町村に限る）が行う農道橋の補強等に対して補助する。 

＜実施地区＞大城地区（伊勢原市）ほか８地区 

 

(2) 治山事業費（再掲） ④                     8億 649万円  

山地災害の防止、水源かん養機能の向上、生活環境の保全を図るため、荒廃地の復

旧、山地災害危険地区の保全を行うとともに、既存の治山施設の補修を行う。 

＜実施地区＞足柄上郡山北町山市場（峰ノ沢）ほか28箇所 

 

(3) 三崎特定漁港漁場整備事業費（公共事業）（漁港整備事業費の一部）  ④ 

 2億8,896万円   

災害時の水産物流拠点としての機能を確保するため、城ヶ島大橋の腐食防止塗装や油

壷湾特別泊地の浚渫等を行う。＜実施地区＞三浦市三崎 

 

(4) 小田原特定漁港漁場整備事業費（公共事業）（漁港整備事業費の一部） ④ 

  8億  300万円   

防災機能の向上や水産業の振興を図るため、西側エリアの防波堤の整備や、南町地区

の海岸保全工事を行う。＜実施地区＞小田原市早川 

 

(5) 農林水産施設災害復旧費  ④                  8億8,477万円 

      農林水産施設の災害復旧を行うとともに、市町村等が実施する農林水産施設の災害復 

旧工事等に対して補助する。また、令和元年台風第 19 号により被災した林道施設の復

旧を図るため、引き続き復旧工事を行う。 

一部○新   

  



Ⅲ　参考資料

2,194万円

2,500万円

2 業務部門

107万円

6,830万円

9,333万円

4,169万円

2億7,669万円

8,100万円

1,396万円

3 家庭部門

・地球温暖化対策普及推進費（一部）　107万円〔環境農政局〕

○住宅の省エネルギー化等

　省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を正味でゼロにする、ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）の導入や、ＺＥＨ化することが困難な既存住宅の省エネ改修
工事に対して補助する。

　県民のライフスタイルの転換を促すため、「マイエコ10（てん）宣言」の普及を図る。

部
門
横
断
的
な
二
酸
化
炭
素
削
減
対
策

・循環型社会づくり推進事業費　190万円〔環境農政局〕

○再生可能エネルギー等の分散型電源の導入拡大

6

6,938万円

○環境負荷の少ない自動車等の利用促進

廃棄物部門

　コロナ禍からの復興に当たり、気候変動など環境対策も両立させる「グリーンリカバリー」の考えも踏まえ
て、「2050年脱炭素社会の実現」を目指す取組み（緩和策）を推進するとともに、既に現れている地球温暖化の
影響を回避・軽減する取組み（適応策）を推進する。

区　分 令 和 ３ 年 度 の 主 な 事 業 と 予 算 額

部
門
別
の
二
酸
化
炭
素
削
減
対
策

○事業活動における対策等

・地球温暖化対策推進条例施行費（一部）　461万円〔環境農政局〕

　一定規模以上の事業活動・建築物・開発事業についての計画書制度を着実に運用する。

・中小規模事業者省エネルギーサポート事業費　727万円〔環境農政局〕

　中小規模事業所及び中小テナントビルへの省エネ診断を実施する。2,194万円

○建築物の省エネルギー化

・家庭向け省エネルギー行動促進事業費　430万円〔環境農政局〕

　県民の省エネルギーの意識を高め具体的な行動を促すため、住宅の省エネルギー化等を推
進するとともに、新たなライフスタイルを提示するなどの普及啓発を実施する。

１　2050年脱炭素社会の実現に向けた取組み

・エネルギー自立型住宅促進事業費補助　6,400万円〔産業労働局〕

産業部門1

○低炭素型のライフスタイルの促進

・ＺＥＢ導入費補助　2,500万円〔産業労働局〕

2,500万円

4,169万円

　ＦＣＶの普及に不可欠な水素ステーションの整備に対して補助する。また、水素ステー
ションが設置されていない市町村に新たに整備する場合に、補助を増額する。9,333万円

○廃棄物の排出抑制等の推進

・プラスチックごみ削減推進事業費（一部）　694万円〔環境農政局〕

4 運輸部門

・燃料電池自動車等導入費補助　3,800万円〔産業労働局〕

　水素エネルギーの導入を促進するため、個人や事業者による燃料電池自動車（ＦＣＶ）等
の導入に対して補助する。

・一部新　水素ステーション整備費補助　4,200万円〔産業労働局〕

   循環型社会づくり計画の目標の達成に向け、施策の柱である「資源循環の推進」及び「適正処理の
推進」を図るため、廃プラスチック類等の資源循環の推進に係る普及啓発等を実施する。

5 　「かながわプラごみゼロ宣言」に基づき、捨てられるプラスチックごみゼロを目指すた
め、ワンウェイプラの削減、プラごみの再生利用の推進等に係る取組みを行う。

　省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を正味でゼロにする、ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル（ＺＥＢ）の導入に対して補助する。

7
環境・エネル
ギー産業の振
興

○エネルギー関連産業への参入促進等

・貴金属フリー新規触媒技術の開発　1,290万円〔産業労働局〕

1,396万円

　建物と電気自動車（ＥＶ）等の間で充給電を行うＶ２Ｈ設備の導入に対して補助する。ま
た、Ｖ２Ｈ設備と併せてＥＶ等新たに導入する場合に、補助を増額する。

　鉄に代表される普遍金属のみを用いた触媒合成技術をもとに、貴金属を使用しない新規触
媒技術を開発し、貴金属フリーな物質変換、エネルギー活用技術への展開を図る。

再生可能エネ
ルギー等の分
散型電源の導
入促進

・一部新　自家消費型太陽光発電等導入費補助　1億2,600万円〔産業労働局〕

・一部新　太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助　8,050万円〔産業労働局〕

　住宅への太陽光発電の導入拡大を図るため、初期費用ゼロで太陽光発電を設置する事業に
対して補助する。また、蓄電池を併せて設置する事業に対して、新たに補助する。

○安定した分散型電源の導入拡大

・一部新　ＥＶ活用自家消費システム導入費補助　3,100万円〔産業労働局〕

　平時における電力と熱の効率的な利用とともに、災害時の強靭性（レジリエンス）向上を
図るため、ガスコージェネレーション等の導入に対して補助する。

　事業所への太陽光発電等の導入拡大を図るため、自家消費型の太陽光発電等の導入に対し
て補助する。また、蓄電池を併せて設置する事業や、初期費用ゼロで太陽光発電等を設置す
る事業（事業所用自家消費型０円ソーラー）に対して、新たに補助する。

3億5,769万円

・分散型エネルギーシステム導入費補助　3,000万円〔産業労働局〕
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800万円

16億5,317万円

207万円

6,596万円

3億  506万円

538万円

694万円

466万円

436億1,683万円

737万円

1億2,247万円

計 464億2,095万円

2億1,078万円

・県有施設のＬＥＤ化工事　8,490万円
・県有施設への太陽光発電設備の導入　4,166万円
・電気自動車・燃料電池自動車のリース又は購入　2,434万円

○各エネルギー管理者が行う主な取組み 23億  232万円

計   25億1,310万円

合　計  489億3,406万円

二
酸
化
炭
素

吸
収
源
対
策

温
暖
化
対
策
を
支
え
る
取
組
み

11
地球温暖化
対策教育

○学校教育等における環境教育の推進

・環境学習推進事業費　642万円〔環境農政局〕

○近隣自治体等と連携した温暖化対策や国際環境協力の推進

・地球温暖化対策普及推進費（一部）　170万円〔環境農政局〕

　九都県市が連携して、節電及び地球温暖化防止キャンペーンなど普及啓発等を実施する。

3億  506万円 ・（公財）地球環境戦略研究機関補助金　8,645万円〔環境農政局〕

800万円

　環境学習を推進するため、環境問題についての知識や経験を有する専門家を学校に派遣す
るほか、地球温暖化防止活動推進員や環境団体の支援を実施する。

部
門
横
断
的
な
二
酸

化
炭
素
削
減
対
策

 
そ
の
他

 
ガ
ス
対
策

10 フロン類対策

8
低炭素型のま
ちづくり

  25億1,310万円 ・【警察本部】信号機のＬＥＤ化(車両用1,746灯程度、歩行者用2,016灯程度)   6億1,504万円

　雨天時増水対策実行計画の見直しを行うため、市町が行う調査等に対し負担金を交付し、
実現可能な計画への見直しに取り組む。

・交通安全施設整備費（補助事業）  4,247万円〔警察本部〕

　災害が発生した場合においても安全で円滑な道路交通を確保するため、信号機電源付加装
置等を整備する。437億6,368万円

14 県の率先実行

○全庁的な取組み

13  適応策

○普及啓発等

・気候変動対策推進費　538万円〔環境農政局〕

○自然災害

・水防災戦略の推進　435億6,508万円〔くらし安全防災局、環境農政局、県土整備局、企業局〕

　水害の発生を防止し、遅らせ、その影響を最小限に留めるためのハード対策及び住民の避
難を中心としたソフト対策を強化するため、水防災戦略を推進する。

・東京湾貧酸素水塊対策研究費  466万円〔環境農政局〕

○水環境・水資源

・適応策の調査研究  88万円〔環境農政局〕

　農業や漁業の経営に与える影響を最小限に抑える適応策について、調査研究等を行う。

○農業・林業・水産業

　東京湾で発生する貧酸素水塊の影響を緩和する対策の研究等を実施するとともに、シャコ
等減少した水産資源回復のための対策を国に提案する。

・【知事部局】流域下水道事業 　16億5,102万円〔県土整備局〕
　高効率の脱水機の導入等により、消費電力を抑制する。
・【企業庁】浄水場の空調設備を省エネ型設備に更新、照明の一部ＬＥＤ化 3,319万円

○健康

・環境監視システム維持運営費  737万円〔環境農政局〕

　大気環境測定局で収集したデータにより環境汚染の状況を常時把握するとともに、光化学
スモッグ注意報発令等の緊急時措置を行う24時間稼働のシステムの運営等を行う。

○都市生活

・雨天時増水対策実行計画見直しに対する経費  8,000万円〔県土整備局〕

○地域における効率的なエネルギー利用の促進

　エネルギーの地産地消を推進するため、小売電気事業者が地域の住宅や事業所等に設置さ
れた太陽光発電設備等から電力を調達し､地域に供給する事業に対して補助する｡

　再生可能エネルギーに対する理解増進を図ることを目的として、「あいかわ・つくい次世
代エネルギーパーク」の施設を中心に普及・啓発を図る。6,596万円

9
森林等の整
備・保全 ・水源林整備事業費  11億8,743万円〔環境農政局〕

  公益的機能の高い森林を育成するため、確保した森林の整備及び管理を行うとともに、管
理道を整備する。

　気候変動への関心等を高めるため、学習教材を作成して学校教育の場で活用するほか、暑
熱について県民参加型の調査を行う。また、気候変動の影響等に関する情報収集等を行う。

○森林の整備・保全

・地域電力供給システム整備事業費補助　800万円〔産業労働局〕

12
広域連携・
国際環境協力

16億5,317万円

○フロン排出抑制法等の適正運用の推進

・フロン類充塡回収事業者等への指導　37万円〔環境農政局〕

　フロン類について、法律に基づき、充塡回収事業者の登録や立入検査の実施等を行う。207万円

・次世代エネルギーパーク普及・啓発事業　5,869万円〔企業庁〕
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予算額

284億1,857万円

　 １ 一般廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用の推進 1億6,309万円

・循環型社会づくり推進事業費　   　  　 190万円〔環境農政局〕

・プラスチックごみ削減推進事業費　      817万円〔環境農政局〕

・市町村廃棄物処理事業等指導費       　 232万円〔環境農政局〕

２ 産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用の推進 282億3,989万円

・廃棄物総合対策推進事業費            　783万円〔環境農政局〕

・畜産環境保全推進事業費（一部）        107万円〔環境農政局〕

・県有施設長寿命化対策費（一部）　 8億4,434万円〔総務局〕

３ 人材の育成と広域連携の推進等 1,558万円

・環境学習推進事業費（一部）          　616万円〔環境農政局〕

・成果展開型研究事業費（一部）       　 400万円〔政策局〕

19億6,534万円

１ 廃棄物の適正処理の推進 　7億8,009万円

・産業廃棄物最終処分場維持管理費   1億7,008万円〔環境農政局〕

２ ＰＣＢ廃棄物の確実な処理  8億4,576万円

・県有施設ＰＣＢ廃棄物等処理費　   7億5,014万円〔環境農政局〕

・教育施設ＰＣＢ廃棄物等処理費   　   5,707万円〔教育局〕

３ 不法投棄・不適正保管の未然防止対策の推進  1億  823万円

・不法投棄対策等推進費　                919万円〔環境農政局〕

・河川修繕費（単独事業）（一部）   　 5,600万円〔県土整備局〕

４ 海岸美化等の推進 2億3,125万円

・海岸漂着物等対策事業費　         1億3,505万円〔環境農政局〕

・海岸漂着物等対策事業費補助（市町村）8,298万円〔環境農政局〕

合　計　　 303億8,391万円

・横浜翠嵐高校耐震補強工事ほか　 236億2,233万円〔教育局〕

Ⅱ 適正処理の推進

　廃棄物の適正処理を推進するため、排出事業者及び処理業者への指導や県民、事業
者及び市町村等と連携・協力した不法投棄・不適正保管対策を推進する。

２　循環型社会づくりの推進

　　「循環型社会づくり計画」に基づき、廃棄物の排出抑制・再使用・再生利用・適正処理及び
　不法投棄・不適正保管の未然防止対策を推進する。

令和３年度の主な事業

Ⅰ 資源循環の推進

　廃棄物の排出そのものをできる限り減らすため、不要となったものでも使えるもの
はできるだけ繰り返し使い、繰り返し使えないものは資源として活用する３Ｒ（リ
デュース：排出抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）の一層の推進に取
り組む。
　また、地球温暖化対策が喫緊の課題であることから、温室効果ガスの排出を抑制す
るため、３Ｒを推進するとともに、廃棄物エネルギーの有効利用を促進する。

・産業廃棄物最終処分場しゃ水施設整備事業費
                                   4億3,200万円〔環境農政局〕
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○　水源環境保全・再生の取組みを効果的かつ着実に推進するため策定した第３期かながわ水源

　環境保全・再生実行５か年計画に基づき、11の特別対策事業を推進する。
　

○　これらの事業については、個人県民税の超過課税（水源環境保全税）等を財源とする。

○　事業の財源とその使途及び充当額を明確化するため、水源環境保全・再生事業会計及び水源

　環境保全・再生基金により運営する。

○　事業費及び資金の流れの概要

３　水源環境保全・再生への取組み（水源環境保全・再生事業会計）

総額 84億9,568万円 水源環境保全・再生事業会計

前年度末基金残高
からの繰入れ

1億2,372万円
43億  981万円

41億8,587万円
事業費の計（Ｂ）(財源の明確化)

（使途・充当額の明確化）
15万円

水源環境保全・再生
基金積立金（Ａ）

基金積立金を事業
の財源に充当

積
立
て

41億8,572万円

寄附金等

特
会
繰
入

個人県民税の
超過課税相当分

（Ａ＋Ｂ）

基金のほか、諸収入

(預金利子等)21万円を含む

① 水源の森林づくり事業の推進

② 丹沢大山の保全・再生対策

③ 土壌保全対策の推進

⑤ 地域水源林整備の支援

④ 間伐材の搬出促進

県 民

良質で安定的な水の供給

施
策
効
果
の
検
証

参加と意見の反映

施策の見直し

相
模
川
水
系
上
流
域

対
策
の
推
進

⑨

施
策
の
評
価

森林の保全・再生

地下水の保全・再生

⑥ 河川・水路における自然浄化対策の推進

⑦ 地下水保全対策の推進

水源環境への負荷軽減

水源環境保全・
再生を支える取組み

水
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

の
実
施

⑩

県
民
参
加
に
よ
る
水
源
環
境
保
全
・
再
生

の
た
め
の
仕
組
み

⑪

第３期実行５か年計画の11事業（体系図）

豊
か
な
水
を
育
む
森
の

保
全
・
再
生
の
た
め
に

清
ら
か
な
水
源
の

保
全
・
再
生
の
た
め
に ⑧ 生活排水処理施設の整備促進

河川の保全・再生
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⑨相模川水系上流域対策
　の推進

⑩水環境モニタリングの
　実施

１ 豊かな水を育む森の保全・再生への取組み

①水源の森林づくり事業
　の推進

②丹沢大山の保全・再生
　対策

・水源林確保事業費           　　　    5,350万円
・水源林整備事業費           　　　 3億4,312万円
・水源林づくり事務費　　　　　  　　　 4,975万円
・水源林長期施業受委託事業費     　 6億7,443万円
・林業担い手対策事業費　　　　　    　 6,968万円

⑥河川・水路における
　自然浄化対策の推進

3,773万円

2億3,430万円

11億3,295万円

7,070万円

2億3,300万円

・水源環境調査費　　　　　　　　       4,045万円
・森林環境調査費　　　　　　　　　　1億2,407万円

合　計　 43億  981万円

3,074万円
・県民会議等運営費　　　　　　　　　　 2,348万円
・市民事業等支援費                       725万円

３ 水源環境保全・再生を支える取組み

・森林整備共同事業費　　　　　　　　　 2,000万円
・生活排水対策共同事業費               1,773万円

1億6,452万円

⑧生活排水処理施設の
　整備促進

7億  714万円

・市町村補助金（河川・水路整備）　　2億3,430万円

8億2,795万円

⑪県民参加による水源環
　境保全・再生のための
　仕組み

２ 清らかな水源の保全・再生への取組み

⑦地下水保全対策の推進

・市町村補助金（生活排水処理施設整備）
                                    8億2,795万円

・市町村補助金（地下水保全対策）　　   7,070万円

・水源林基盤整備事業費              1億  908万円
・高標高域自然林土壌保全対策事業費　1億4,860万円
・中標高域土壌保全対策事業費　　　　　　 500万円
・高標高域人工林土壌保全対策事業費　　 6,947万円

3億  376万円④間伐材の搬出促進

3億3,216万円③土壌保全対策の推進

・間伐材搬出促進事業費　　　　　　　3億  276万円
・間伐材搬出促進事業事務費　　　　　　　 100万円

・丹沢大山保全・再生対策事業費      3億6,028万円
・環境配慮型山岳公衆トイレ設置等補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,500万円
・鳥獣（シカ）被害緊急対策事業費　　     500万円

11億9,049万円

29億4,385万円

・市町村補助金（地域水源林整備）    7億  200万円
・高齢級間伐促進事業費　　　　　　　　   514万円

4億1,028万円

⑤地域水源林整備の支援

令和３年度の事業 予算額
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予算額

１　農業の活性化 23億9,100万円

①　新規就農者の確保・支援
　　新規就農者の確保と本県農業の将来を担う人材を育成するため、技術
　支援や経営改善指導等を実施するとともに、女性農業者の経営参画を促
　進するための研修等を行う。

1,702万円

②　トップ経営体育成支援事業費
　　販売額3,000万円以上の「トップ経営体」を育成するため、意欲ある若
　手生産者を対象に、経営能力の開発・向上を目的とした研修を実施する
　とともに、研修修了者が規模拡大に向けて行う施設整備等に対して補助
　する。

2,117万円

③　地産地消等を推進するための技術開発
    地産地消の推進や、農作業の効率化による負担軽減等を実現するた
　め、ドローンを活用した露地野菜の生育状況把握技術の開発等を行うと
　ともに、スマート農業技術の導入に関する研修等を行う。

7,605万円

④　県産品ブランド推進事業諸費
　　県産農水産品のブランド力を強化するため、「かながわブランド」や
　そのサポート店の登録、県産農水産品の販売促進等を行う協議会に対し
　て負担金を支出する。

554万円

⑤　都市農地保全支援事業費
　　生産者の営農意欲を喚起するとともに、県民の都市農業に対する理解
　を促進して、農地の保全を図るため、生産緑地の多面的機能を強化する
　設備の整備等に対して、市と連携して補助する。

1,000万円

⑥　農地集積推進事業費
　　リタイアが見込まれる高齢農業者等から、営農意欲の高い認定農業者
　等へ、農地を集積することで、農業経営の規模拡大、農地利用の効率化
　を促進するため、農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構に対して
　補助する。

5,965万円

⑦　農業生産基盤の整備推進
　　農作業の効率化や、農作物の流通の改善等を図るため、ほ場（田んぼ
　や畑などの耕地）、水路、農道等の農業生産基盤を整備する。

20億   16万円

⑧　畜産業における経営基盤強化・販路拡大
　　生産性の向上や人材確保による経営基盤の強化を図るため、酪農経営
  における後継牛確保対策や、県内高校生等に対する実践的な研修のフォ
  ローアップを行うとともに、県産肉用鶏「かながわ鶏」のブランド力を
  強化する。

4,558万円

⑨　豚熱対策事業費
　　豚熱の発生・拡大を防止するため、県内の飼養豚への予防的ワクチン
　の接種や、と畜場（神奈川食肉センター）における消毒体制の強化等を
  実施する。

8,783万円

⑩　鳥獣被害緊急対策事業費
　　鳥獣被害の拡大を防ぐため、市町村と一体となって行う対策強化のた
  めの経費や広域獣害防護柵の補修経費に対して補助するとともに、イノ
  シシやシカの捕獲奨励金を交付する。

1,600万円

〇その他　地域ぐるみ鳥獣被害対策推進費など 5,197万円

４  農林水産業の活性化

　　農林水産業の活性化を図り、新鮮で安全・安心な食料を将来にわたって県民に安定的に提
　供するため、担い手の育成・確保、県産農林水産物のブランド力向上、生産基盤となる農地
　の集積や施設整備の推進などに取り組む。

令和３年度の主な事業

新
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予算額

２　林業の活性化 14億5,525万円

⑪　林業担い手対策事業費
　　林業の労働力確保や就業者の育成を図るため、かながわ森林塾におい
　て新規就業希望者及び中堅・上級技術者を対象とした研修を実施する。

6,968万円

⑫　間伐材の搬出支援
　　間伐材の有効活用の促進を図るため、間伐材の集材・搬出や神奈川県
　森林組合連合会が行う原木の安定流通等を確保する取組みに対して補助
　する。

3億  276万円

⑬　木造公共施設等整備費補助（国庫）
　　県産木材の利用促進を図るため、市町村が行う県産木材を使用した木
　造施設等の整備に対して補助する。

5,000万円

⑭　森林環境譲与税における県の取組み
    森林環境譲与税を活用して、市町村が行う森林の整備や木材利用等に
  関する施策を支援するため、市町村への人材・技術支援や、市町村のモ
  デルとなる取組み、航空レーザ測量による森林資源情報の更新、ナラ枯
　れ被害木の調査等を行う。

1億9,834万円

⑮　林業開設・改良事業費
　　林業経営の効率化や森林を適正に管理するため、林道の開設や、法面
　保全、舗装等を行う。

8億3,172万円

〇その他　県産木材普及促進事業費など 272万円

３　水産業の活性化 12億2,058万円

⑯　持続可能な水産業に向けた取組み
　　持続可能な水産業への構造改革や地域活性化を図るため、相模湾への
　大規模外洋養殖施設の誘致に向けた検討を進めるとともに、「かながわ
　漁業就業促進センター」にて、漁業未経験者を対象に、就業に必要な知
　識等を身につけるための研修を行う。

1,953万円

⑰　磯焼け対策等の推進
　　沿岸域の水産資源を回復するため、磯焼けした藻場の再生を図るとと
　もに、ムラサキウニの養殖技術開発等を促進するほか、県産水産物を
　使った加工品の開発等を行う。

632万円

⑱　漁場環境等の調査・研究
　　シャコ等の減少した水産資源を回復するため、東京湾で発生する貧酸
　素水塊の詳細な調査等や、漁業調査船「江の島丸」等により、水産資源
　の現状把握等を行う。

2,550万円

⑲　三崎・小田原特定漁港漁場整備事業費
　　防災機能の向上や水産業の振興を図るため、三崎漁港においては、
  城ヶ島大橋の腐食防止塗装や油壷湾特別泊地の浚渫等を行う。
  　また、小田原漁港においては、西側エリアの防波堤の整備や、南町地
  区の海岸保全工事を行う。

10億9,196万円

〇その他　あゆ種苗生産委託事業費など 7,725万円

合　計　 50億6,683万円

令和３年度の主な事業
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区分 令和３年度の事業 予算額

(1) 緊急に実施することで被害を最小化するハード対策 1億6,500万円

①　漁港施設の機能強化
　　護岸等を補強し、災害に対する漁港施設等の機能強化を図る。

1億1,500万円

②  県有緑地に係る現況情報の整備、被害防止対策の強化
    住宅地等への被害を防止するため、県有緑地について、災害発
  生可能性などに着目した現況調査を実施し、災害の発生可能性が
  高い箇所について、危険木の伐採など緊急対策を実施する。

5,000万円

(2)中長期的な視点で取組みを加速させるハード対策 16億7,925万円

③　漁港施設等の防災機能の強化
　　漁港における被害の防止、最小化を図るため、高潮等の災害に
　備え、機能保全計画の策定等を行う。

1億9,000万円

④　治山施設・林道施設の長寿命化・強靭化
　　治山施設や林道施設の被害防止を図るため、施設の長寿命化・
  強靭化を進め、山地災害の復旧・予防対策を実施する。
    また、山地災害や流木による被害を軽減するため、山崩れや
　土砂流出などの危険が高い荒廃した森林について、人家等に近
　い箇所等で優先的に治山施設の整備を実施する。

4億5,425万円

⑤　農業水利施設等の整備・強靭化
　　豪雨等における被害の最小化を図るため、農業用排水路等の
　改修整備、農業用水路の水門の遠隔操作施設整備を実施する。
　　また、高潮などの災害に備え、緊急輸送路として、県西地域
　の幹線道路である国道135号の代替機能を考慮した農道の整備を
　優先的に実施する。

9億8,500万円

⑥　緑地の防災対策の強化
　　県有緑地の現況調査の結果、対策の必要性が明らかとなった箇
　所について、土砂の流入や倒木被害を最小限に抑えるための対策
　工事（防護柵、擁壁等）を実施する。

5,000万円

(3)災害対応力の充実強化に向けたソフト対策 9,000万円

⑦　市町村への支援
　　市町村が実施する農業用ため池の浸水被害想定調査や農村地域
  の避難対策に対して、財政的な支援を行う。

7,000万円

⑧　情報受伝達機能の充実・強化
　　暴風・波浪時における漁港の監視強化や住民への情報提供のた
  め、漁港監視カメラの設置等を行う。

2,000万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　合　計 19億3,425万円

 ５  水防災戦略の推進（環境農政局）

　

　令和元年の台風第15号、第19号での被害等を踏まえ、今後、頻繁に発生する
ことが危惧される水害の発生を防止し、遅らせ、その影響を最小限に留めるた
めのハード対策及び住民の避難を中心としたソフト対策の強化により目標の達
成を目指す。
　※水防災戦略は、令和２年度から４年度までの３か年の戦略

   【戦略の目標】
    「水害からの逃げ遅れゼロ」
    「県民のいのちを守り、財産・生活等への被害を軽減」
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